
 

 

 

 療養補償請求書を提出する際には、下記項目をチェックするとともに、「公務災害補償事務

処理の手引（令和７年４月時点）」（以下、「手引き」）の該当ページを御確認ください。 

  「手引き」の最新版は、教職員課ホームページに掲載しています。 

 

（１）指定医療機関（認定通知同封の「補償の案内」１枚目 参照）を受診した場合 

＜必要な書類＞ 

□療養の給付請求書（様式第５号） 

□療養費請求書（様式第１６号） 

※必要事項を記載し、指定医療機関へ提出してください。その後は、指定医療機関から直接 

教職員課へ請求されますので、被災職員は請求手続きをする必要がありません。 

 

（２）指定医療機関以外を受診した場合 

①本人が治療費等を負担していない場合【受領委任】 

本人が治療費等を負担している場合【非受領委任】は裏面の②を御確認ください 
 

 

＜必要な書類＞ 

□療養補償請求書（様式第６号） 

※裏面が病院・薬局・接骨院の種別によって 

 異なるので注意 

□その他請求書の内容に応じて必要な添付書類 

（よくあるもの） 

入院で個室などを使用した場合 

…上級室・個室等証明書（医療機関が記載） 

 

＜チェック項目＞ 

□「請求者の氏名・住所」に記載 

□「１補償費用の受領委任」上段に医療機 

 関名、請求者名を記載 

□「１補償費用の受領委任」下段に医療機 

 関名等を記載 

□「送金希望の場合」の口座名等に、医療 

 機関の口座情報をもれなく記載 

□医療機関記載面（裏面）について、医療 

 点数や処置の内容等を記載  

 （又は「診療報酬明細書」を添付） 
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本人が治療費等を負担していない場合 

【受領委任】の記入例 



②本人が治療費等を負担している場合（補装具代・移送費等含む）【非受領委任】 

＜必要な書類＞ 

□療養補償請求書（様式第６号） 

 ※裏面が病院・薬局・接骨院・移送費の種別によって 

  異なるので注意 

□領収書原本（自家用車・電車等による移送費の場合を除く） 

 ※A4用紙に貼付すること 

□その他請求書の内容に応じて必要な添付書類 

（よくあるもの） 

・補装具を購入した場合…医師の証明書 

・入院で個室などを使用した場合…上級室・個室等証明書（医療機関が記載） 

・移送費（自家用車使用）の場合 

 …移送費明細書（支部様式第８号） 

…インターネットによる地図検索で経路と距離が表示された画面のコピー 

 ※令和 7年 7月 1日以降、自家用自動車の利用については、やむを得ず利用しなければならな

かったものと認められる場合に限り、療養補償の対象となることとされました。やむを得ず

利用した場合は、以下の例を参考に、その理由を移送費明細書の移送費明細欄や欄外等に御

記載ください。 

 例：①傷病等の部位及び状況により、公共交通機関の利用が困難であるため。（左足を負傷し

ており、運転は可能であるが、歩くことが困難である場合など） 

②出発地から医療機関までが遠く、周囲に利用できる公共交通機関もないことから、自家

用自動車以外の通院が困難であるため。 

③通勤を自家用自動車で行っており、通勤途中で医療機関を受診しないと診療時間に合わ 

ない等、自家用自動車以外の通院が困難であるため。 

・移送費（電車・バス利用）の場合…インターネットによる乗換検索等で運賃が表示された 

                  画面のコピー 

・移送費（タクシー利用）の場合 

 …領収書原本 ※A4用紙に貼付すること 

 ※移送費明細書にタクシーを利用する理由と期間についての所見を医療機関の医師に記入し

ていただく必要があります。タクシー代は負傷のため、独歩できない等の特別な事情がある

場合にのみ支払われます。 

 

＜チェック項目＞ 

□右上部の「請求者の氏名・住所」に記載 

□「送金希望の場合」の口座名等に、請求者の口座情報を漏れなく記載 

□医療機関記載面（裏面）に、医療点数や処置の内容等を記載 

 （又は「診療報酬明細書」を添付） 

□医療機関記載面（裏面）最下部の医療機関証明欄を必ず記載 
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医療機関が記載（移送

費の場合は不要） 

被災職員が記載 
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